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1 

報告第１号 

 

令和７年度太田市一般会計継続費繰越計算書について 

令和７年度太田市一般会計継続費令和７年度年割額に係る歳出予

算の経費の金額のうち支出を終わらなかったものにつき、次のとおり

逓次繰越しをしたので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１４５条第１項の規定により、報告する。 

 

令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

令和７年度太田市一般会計継続費繰越計算書（別紙のとおり） 

 





 

3 

報告第２号 

 

令和７年度太田市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

令和７年度太田市一般会計の繰越明許費に係る経費は、次のとおり

翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１４６条第２項の規定により、報告する。 

 

令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

令和７年度太田市一般会計繰越明許費繰越計算書（別紙のとおり） 

 















 

10 

報告第３号 

 

令和７年度太田市一般会計事故繰越し繰越計算書について 

令和７年度太田市一般会計の事故繰越しについては、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第３項ただし書の規定により、

次のとおり事故繰越しをしたので、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１５０条第３項において準用する同令第１４６条第２

項の規定により、報告する。 

 

令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

令和７年度太田市一般会計事故繰越し繰越計算書（別紙のとおり） 

 





 

12 

報告第４号 

 

令和７年度太田市下水道事業等会計予算の繰越しについて 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規

定に基づき、下水道事業等会計予算の繰越額の使用に関する計画につ

いて、次のとおり報告する。 

 

令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

令和７年度太田市下水道事業等会計予算繰越計算書（別紙のとおり） 





14 

議案第５０号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市下浜田町７６３番地３ 

２ 氏  名  富 岡 章 司 

３ 生年月日  昭和３６年１２月１１日



15 

議案第５１号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市茂木町６７７番地１ 

２ 氏  名  遠 藤 弘 一 

３ 生年月日  昭和２７年６月７日



16 

議案第５２号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市安良岡町７５番地 

２ 氏  名  山 田 清 作 

３ 生年月日  昭和２０年８月４日



17 

議案第５３号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市矢田堀町２５番地４ 

２ 氏  名  長 島 佳 男 

３ 生年月日  昭和２０年２月１８日



18 

議案第５４号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市大島町４１４番地２ 

２ 氏  名  栗 原 真 一 

３ 生年月日  昭和３２年１月１９日



19 

議案第５５号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市大鷲町１０５番地 

２ 氏  名  金 井 達 夫 

３ 生年月日  昭和３０年６月２０日



20 

議案第５６号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市下田島町５４３番地 

２ 氏  名  久保田 圭 一 

３ 生年月日  昭和２６年８月１７日



21 

議案第５７号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市前小屋町１８１９番地 

２ 氏  名  飯 塚  夫 

３ 生年月日  昭和２９年８月２４日



22 

議案第５８号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市新田小金井町８０７番地２ 

２ 氏  名  津久井 準一郎 

３ 生年月日  昭和２８年８月２１日



23 

議案第５９号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市新田大根町甲８８３番地 

２ 氏  名  木 村 克 已 

３ 生年月日  昭和２８年１２月７日



24 

議案第６０号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市藪塚町３０６８番地３ 

２ 氏  名  髙 木  勝 

３ 生年月日  昭和４０年６月６日



25 

議案第６１号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市大原町１９１７番地５ 

２ 氏  名  松 井 直 弘 

３ 生年月日  昭和３８年１１月２２日



26 

議案第６２号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市新野町７５９番地２ 

２ 氏  名  太 田 安 弘 

３ 生年月日  昭和２８年１１月２１日



27 

議案第６３号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市大舘町１３４５番地 

２ 氏  名   木 重 雄 

３ 生年月日  昭和３１年５月５日



28 

議案第６４号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市新田市町８１番地 

２ 氏  名  小 磯 典 夫 

３ 生年月日  昭和１６年９月２６日



29 

議案第６５号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市山之神町６１２番地１ 

２ 氏  名  前 原 二三雄 

３ 生年月日  昭和３０年１２月１５日



30 

議案第６６号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市新田小金井町１０２２番地１ 

２ 氏  名  橋 本 文 子 

３ 生年月日  昭和３２年５月４日



31 

議案第６７号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市高林南町３１１番地２ 

２ 氏  名  遠 藤 政 子 

３ 生年月日  昭和５１年１月１０日



32 

議案第６８号 

 

   太田市農業委員会委員任命の同意について 

 次の者を太田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 住  所  太田市只上町１３８７番地 

２ 氏  名  永 井 幸 二 

３ 生年月日  昭和２４年１２月１３日

 



 

33 

議案第６９号 令和８年度太田市一般会計補正予算（第１号）につい 

て 別冊 



34 

議案第７０号 

 

   太田市市税条例の一部改正について 

 太田市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

   太田市市税条例の一部を改正する条例 

 太田市市税条例（平成１７年太田市条例第７５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３４条の７第２項中「法附則第５条の６第２項」を「法附則第５

条の６第３項又は第４項」に改める。 

 第３６条の２第１項ただし書中「法第３１４条の２第４項」を「同

条第６項」に、「及び第３６条の３の３第１項」を「並びに第３６条

の３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

 第３６条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項

第２号において同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」

を削り、同条第５項中「次条第４項」を「次条第５項」に改める。 

第３６条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。） 

は、公的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する

申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等（以下こ

の項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。以下この

条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の

前日までに、施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事

項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に
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提出しなければならない。 

⑴ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する

申告書を提出しなければならない者 

⑵ 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規   

定の適用を受けるものを除く。）の支払を受ける第２３条第１項

第１号に掲げる者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合

計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計

を一にする配偶者（合計所得金額が９５万円以下であるものに限

る。）をいう。次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等

（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この号におい

て同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢１

６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る

所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る

所得を有する者であって、合計所得金額が８５万円以下であるも

のに限る。）を有する者 

⑶ 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規   

定の適用を受けるものに限る。）の支払を受ける第２３条第１項

第１号に掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等

の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前

日の現況において令第４８条の９の７の３に定める金額に満た

ない者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該

当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢１６歳未満の者

又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所得金

額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

第３６条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を

同条第６項とし、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８

条の９の８」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４

項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「法第３１７条の３
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の３第１項の規定による申告書」を「同条第１項の規定による申告書」

に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 公的年金等支払者の名称 

⑵ 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定す 

  る特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及び 

  その該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはそ 

  の旨 

⑶ 特定配偶者の氏名 

⑷ 扶養親族又は特定親族の氏名 

⑸ その他施行規則で定める事項 

第６３条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっ

ては２０万円」を削り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。 

附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

  附則第７条の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、

「令和７年」を「令和１２年」に改める。 

 附則第７条の４中「又は附則第２０条第１項」を「、附則第１９条

の３第１項又は附則第２０条第１項」に、「法附則第５条の６第２項」

を「法附則第５条の６第３項又は第４項」に改める。 

 附則第９条の２中「法附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第

７条の３第３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を

含む。）」を加える。 

 附則第１０条の２中第８項を第１５項とし、第７項を第１４項とし、

第６項を第１３項とし、第５項を第１２項とし、第４項を第１１項と

し、第３項を第１０項とし、第２項の次に次の７項を加える。 

３ 法附則第１５条第２４項第１号イに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

４ 法附則第１５条第２４項第１号ロに規定する設備について同号に
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規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第２４項第１号ハに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

６ 法附則第１５条第２４項第１号ニに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２４項第３号イに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第２４項第３号ロに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第２４項第４号に規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

附則第１０条の２に次の１項を加える。 

１６ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の１とする。 

附則第１７条の２第２項中「法附則第３４条の２第５項」を「法附

則第３４条の２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則

第３４条の２第１２項」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、

所得割の納税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３

号から第１５号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたと

きにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地す

べり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり

防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４

４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災

害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成

１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特

定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第

１項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第
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１項又は第２項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良

住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

附則第１９条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第３８条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、

第３３条第１項及び第２項並びに第３４条の３の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額

及び雑所得の金額として令附則第１８条の６の４で定めるところに

より計算した金額（以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所

得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の

規定により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当す

る金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは「総所得金額、附則第１９条の３第１項に規定する特

定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

⑵  第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、附

則第７条第１項及び附則第７条の３第１項の規定の適用について

は、第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項、

附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第１９条の３第１項の規定によ
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る市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 ⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」 

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第１９条の３第１項

に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「若しく

は山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは附則第１

９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１９条の３第１項

に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１９条

の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２及び第３６条

の３の３の改正規定並びに附則第６条及び附則第７条の３第１項

の改正規定並びに次条第１項及び第２項の規定 令和９年１月１

日 

⑵ 第６３条の改正規定及び附則第３条の規定 令和９年４月１日 

⑶ 第３４条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４（「附則

第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改

める部分に限る。）、附則第９条の２及び附則第１７条の２の改

正規定並びに次条第４項の改正規定 令和１０年１月１日 

⑷ 附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）
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及び附則第１９条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条

第３項及び第５項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関す

る法律の一部を改正する法律（令和８年法律第 号）の施行の日

の属する年の翌々年の 1月 1日 

（市民税に関する経過措置) 

第２条  この条例による改正後の太田市市税条例(以下「新条例」とい

う。)第３６条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲

げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提

出する新条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書について

適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこ

の条例による改正前の太田市市税条例第３６条の３の３第１項の規

定による申告書については、なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の太田市市税条例附則第７

条の３第１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が

令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和８

年法律第１２号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)

第７条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和３２年法律第２

６号)第４１条第１項に規定する居住用家屋(同条第１６項の規定に

より同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に

規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第１７項

の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第１

７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５項の規定により同条第

１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐

震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第１７項の

規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる

同条第１７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改

築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第６項に規

定する認定住宅等(同条第１８項の規定により同条第６項に規定す
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る認定住宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅等

を含む。)を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供

する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に

所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第４

１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条

第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する

特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第３５項の規定に

より同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規

定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該

増改築等に係る部分に限る。)又は同条第１０項に規定する認定住宅

等（同条第２１項の規定により同条第１０項に規定する認定住宅等

とみなされる同条第２１項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同

条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合につ

いては、なお従前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の市税条例附則第７条の４

の規定は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項に

おいて「４号施行日」という。）の属する年度の翌年度以後の年度

分の個人の市民税について適用し、４号施行日の属する年度分まで

の個人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税      

 義務者が前条第３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則      

 第１７条の２第１項の土地等の譲渡について適用する。           

５ 新条例附則第１９条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌                   

 年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。               

(固定資産税に関する経過措置)          

第３条 新条例第６３条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、令和８年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 
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議案第７１号 

 

   太田市都市計画税条例の一部改正について 

 太田市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

   太田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 太田市都市計画税条例（平成１７年太田市条例第７６号）の一部を

次のように改正する。 

附則第１８項を附則第１９項とし、附則第１７項を附則第１８項と

する。 

附則第１６項中「附則第８項及び第１０項」を「附則第９項及び第

１１項」に、「附則第８項及び第１１項」を「附則第９項及び第１２項」

に、「附則第９項、第１１項及び第１２項」を「附則第１０項、第１２

項及び第１３項」に、「附則第１１項から第１３項」を「附則第１２項

から第１４項」に、「附則第１３項」を「附則第１４項」に、「附則第

１４項」を「附則第１５項」に改め、同項を附則第１７項とする。 

附則第１５項中「附則第１３項」を「附則第１４項」に改め、同項

を附則第１６項とし、附則中第１４項を第１５項とし、第１３項を第

１４項とする。 

附則第１２項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附

則第１３項とする。 

附則第１１項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附

則第１２項とする。 
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附則第１０項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附

則第１１項とし、附則中第９項を第１０項とし、第８項を第９項とす

る。 

附則中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

７ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割

合は、３分の１とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法

等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定によ

る改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の

１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規

定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税について

は、なお従前の例による。 
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議案第７２号 

 

太田市印鑑条例の一部改正について 

太田市印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市印鑑条例の一部を改正する条例 

太田市印鑑条例（平成１７年太田市条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１７条第１項中「民間事業者が設置する」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７３号 

 

太田市手数料条例の一部改正について 

太田市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市手数料条例の一部を改正する条例 

太田市手数料条例（平成１７年太田市条例第７９号）の一部を次の

ように改正する。 

第６条第１項中「民間事業者が設置する」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７４号 

 

太田市斎場条例の廃止について 

太田市斎場条例を廃止する条例を次のとおり制定する。 

 

令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市斎場条例を廃止する条例 

太田市斎場条例（平成１７年太田市条例第１８６号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和８年７月１日から施行する。 
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議案第７５号 

 

太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例等の一部改正について 

太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例 

 （太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第１条 太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年太田市条例第３１号）の一部を次のように改正

する。 

第３条中「場合」の次に「若しくは同条第１０項第３号の規定に

基づき保育を必要とする児童であって満３歳以上のものについて

保育を行う場合」を加える。 

第７条第１項中「事項」の次に「（法第６条の３第１０項第３号に

掲げる事業（以下「満３歳以上限定小規模保育事業」という。）を行

う事業者（以下「満３歳以上限定小規模保育事業者」という。）にあ

っては、第１号及び第２号に掲げる事項）」を加え、同項第３号中「当

該家庭的保育事業者等」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者

を除く。第６項及び第７項において同じ。）」を加え、同条第７項各

号列記以外の部分中「ものに限る。）」の次に「又は満３歳以上限定
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小規模保育事業を行う事業所」を加える。 

第１９条第６号中「利用定員」の次に「（満３歳以上限定小規模保

育事業者にあっては、満３歳以上の幼児の利用定員）」を加える。 

第２８条中「小規模保育事業Ｂ型」の次に「（満３歳以上限定小規

模保育事業を除く。）」を、「小規模保育事業Ｃ型」の次に「（満３歳

以上限定小規模保育事業を除く。）」を加える。 

第３０条第２項第３号中「第６条の３第１０項第２号」の次に「又

は第３号」を加え、同条第３項中「准看護師」の次に「（以下「看護

師等」という。）」を加え、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模

保育事業所Ａ型に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

心理担当職員（学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）

若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しく

はこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集

団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有す

ると認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び経

験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に５年以

上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育て

に関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」と

いう。）を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、

当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保

育事業所Ａ型の保育士（認定地方公共団体の区域内又は事業実施

区域内にある小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士、当該認

定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区

域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、附則第８項又は第

９項の規定により保育士とみなされる者を除く。次項において同

じ。）による支援を受けることができる体制を確保しなければなら

ない。 
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５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれも

が保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、

当該小規模保育事業所Ａ型の保育士（前項ただし書の規定による

支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。 

第３２条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」

に改め、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模

保育事業所Ｂ型に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保

育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保

育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士（認

定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事

業所Ｂ型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係

る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域

限定保育士をいう。次項において同じ。）による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれも

が保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、

当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士（前項ただし書の規定による

支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。 

第３６条中「法第６条の３第１０項」の次に「第１号」を加える。 

第４５条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」

に改め、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所

型事業所内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限

り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士

等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所
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の保育士（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある

保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認定地方

公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係

る国家戦略特別区域限定保育士をいい、附則第８項又は第９項の

規定により保育士とみなされる者を除く。次項において同じ。）に

よる支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれも

が保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、

当該保育所型事業所内保育事業所の保育士（前項ただし書の規定

による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。 

  第４６条第２項中「附則第４条」を「附則第４項」に改める。 

第４８条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」

に改め、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模

型事業所内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限

り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士

等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所

の保育士（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある

小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認定地方

公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係

る国家戦略特別区域限定保育士をいう。次項において同じ。）によ

る支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれも

が保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、

当該小規模型事業所内保育事業所の保育士（前項ただし書の規定

による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。 
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第４９条中「し、」及び「と読み替えるもの」を削る。 

附則第４項中「家庭的保育事業者等（」の次に「満３歳以上限定

小規模保育事業者及び」を加える。 

附則第７項中「家庭的保育事業等」の次に「（満３歳以上限定小規

模保育事業を除く。）」を加える。 

附則第１０項中「法第１８条の１８第１項の登録を受けた者」を

「認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育 

事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士、

当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実

施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士」に、「第３０条第３項」

を「第３０条第３項若しくは第４項」に、「第４５条第３項」を「第

４５条第３項若しくは第４項」に、「保育士の数（前２項の規定の適

用がないとした場合の第３０条第２項又は第４５条第２項の規定に

より算定されるものをいう。）」を「前２項の規定の適用がないもの

とした場合の第３０条第２項又は第４５条第２項により算定される

保育士の数」に改める。 

（太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例（令和６年太田市条例第３２号）の一

部を次のように改正する。 

  附則第２項を次のように改める。 

  （経過措置） 

２ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障

を及ぼすおそれがあるときは、令和１０年３月３１日までの間、

この条例による改正後の太田市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例第３０条第２項、第３２条第２項、第

４５条第２項及び第４８条第２項の規定（満３歳以上満４歳に満
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たない児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関

する部分に限る。）は、適用しない。この場合において、この条例

による改正前の太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例第３０条第２項、第３２条第２項、第４５条第

２項及び第４８条第２項の規定（満３歳以上満４歳に満たない児

童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分

に限る。）は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力

を有する。 

附則に次の１項を加える。 

３ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障

を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、太田市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例第３０条第２項、第

３２条第２項、第４５条第２項及び第４８条第２項の規定（満４

歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に

関する部分に限る。）は、適用しない。この場合において、この条

例による改正前の太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第３０条第２項、第３２条第２項、第４５条

第２項及び第４８条第２項の規定（満４歳以上の児童に対し保育

を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。）は、

この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。 

    附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７６号 

 

太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年太田市条例第３２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第１項第６号を次のように改める。 

⑹ 満３歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項 

 に規定する小規模保育事業（同項第３号に掲げる事業を除く。）を

いう。 

第２条第１項第６号の次に次の１号を加える。     

（６の２） 満３歳以上限定小規模保育事業 児童福祉法第６条の

３第１０項に規定する小規模保育事業（同項第３号に掲げ

る事業に限る。）をいう。 

第２条第１項第１１号の次に次の３号を加える。 

（１１の２）  教育認定子ども 法第２７条第１項に規定する教育

認定子どもをいう。 

（１１の３）  満３歳以上保育認定子ども 法第２７条第１項に規
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定する満３歳以上保育認定子どもをいう。 

（１１の４） 保育認定子ども 法第２９条第２項に規定する保育

認定子どもをいう。 

第６条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項

中「同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども又は満３歳

未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）」に改

め、同条第４項中「選考方法」の次に「又は前項に規定する選考の方

法」を加える。 

第７条第２項中「法第１９条第２号又は第３号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「保育認定子ども」

に改める。 

第９条第１項中「当該申請」を「教育・保育給付認定の申請」に改

める。 

第１２条の見出し中「（」の次に「特定」を加える。 

第１３条第４項第３号ア（ア）中「法第１９条第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定

子ども」に改め、同号ア（イ）中「法第１９条第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上

保育認定子ども」に改め、同号イ中「以下」の次に「この」を加え、

同号イ（ア）中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同

号イ（イ）中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に

改める。 

第２０条第８号中「及び第３項」を削り、「に規定する」の次に「選

考方法及び同条第３項に規定する」を加える。 
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第２２条の見出し中「（」の次に「利用」を加える。 

第２５条中「各号、」の次に「学校教育法第１条に規定する」を加え、

「、学校教育法」を「、同法」に改める。 

第３５条第１項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、

同条第２項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの数」を「教育認定子ども」に、「同条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第３項中「同号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」

を「教育認定子ども」に、「同号又は同条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども又

は満３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「同条第２号」

に、「同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども」を「同条第４項第３号イ（ア）

中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」に、「同号イ（イ）

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども」を「同号イ（イ）中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは

「満３歳以上保育認定子ども」に改める。 

第３６条第１項中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ど

も」に改め、同条第２項中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「満３歳以上保

育認定子ども」に、「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第

３項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども」を「教育認定子ども」に、「同条第１号又は第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教
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育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども」に、「同条第４項第３号

イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給

付認定子ども」を「同条第４項第３号イ（ア）中「教育認定子ども」

とあるのは「教育認定子ども」に、「同号イ（イ）中「教育・保育給付

認定子ども」を「同号イ（イ）中「満３歳以上保育認定子ども」に、

「は「教育・保育給付認定子ども」を「は「満３歳以上保育認定子ど

も」に改める。 

第３７条第１項中「）第２９条」を「）第２８条」に、「第３２条」

を「第２８条」に、「第３４条」を「第２８条」に改め、同条第２項を

次のように改める。 

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者（満３

歳以上限定小規模保育事業を行う者をいう。以下同じ。）を除く。）

は、次の各号に掲げる地域型保育事業の区分に応じ、当該地域型保

育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定める利用定員を、満１歳

に満たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子ども

とに区分して定めるものとする。 

⑴ 家庭的保育事業、満３歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型

保育事業 法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員 

⑵ 事業所内保育事業 法第４３条第３項に規定する労働者等監護

満３歳未満小学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の法第

１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 

第３７条に次の１項を加える。 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限

る。）は、満３歳以上限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第

１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を定める

ものとする。 

第３９条第２項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限
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定小規模保育事業者を除く。）」を、「章」の次に「（第４３条第１項を

除く。）」を加え、同条第４項中「満３歳未満」を削り、同項を同条第

５項とし、同条第３項中「特定地域型保育事業者」を「前２項の特定

地域型保育事業者」に、「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限

る。）は、利用の申込みに係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学

前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳

以上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場

合においては、法第２０条第４項の規定による認定に基づき、保育

の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高

いと認められる満３歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、選考するものとする。 

第４０条第２項及び第４１条中「満３歳未満」を削る。 

第４２条第１項第１号中「満３歳未満」を削り、同項第３号中「当

該特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者

を除く。第６項、第７項、第１１項及び第１２項において同じ。）」を、

「より特定地域型保育」の次に「（満３歳以上限定小規模保育を除く。

第６項、第７項及び第１２項において同じ。）」を、「その他の」の次に

「法第１９条第３号に掲げる」を加え、「以下この号及び」を削り、同

条第７項各号列記以外の部分中「ものに限る。）」の次に「又は満３歳

以上限定小規模保育事業を行う事業所」を加え、同条中第１１項を第

１２項とし、第８項から第１０項までを１項ずつ繰り下げ、第７項の

次に次の１項を加える。 

８ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限

る。）は、第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たっ

て、同項第３号に係る連携協力を求めることを要しない。 
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第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」の次に「（満３歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」を加え

る。 

第４６条第７号中「第２項」の次に「及び第３項」を加える。 

第４７条第１項及び第２項ただし書中「満３歳未満」を削る。 

第４８条の見出し中「（」の次に「利用」を加える。 

第４９条第２項中「満３歳未満」を削る。 

第５０条中「満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保

育認定子ども」を「教育認定子ども」に、「第１２条の見出し中「教育・

保育」とあるのは「地域型保育」と、第１４条の見出し中「施設型給

付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条」を「第１４条」に

改め、「地域型保育給付費」と」の次に「、第２５条中「各号（幼保連

携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定

こども園法第２７条の２第１項各号、学校教育法第１条に規定する幼

稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、同法第２８条第２

項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」とある

のは「各号」と」を加える。 

第５１条第１項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限

定小規模保育事業者を除く。以下この条において同じ。）」を加え、「法

第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１

９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの数」を「教育認定子ども」に、「次条」を「第５２条」に、

「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第

３項前段中「いう。次条第３項」の次に「及び第５２条第３項」を、

「章（」の次に「第３７条第３項、第３９条第３項及び」を加え、「む。

次条第３項」を「む。第５２条第３項」に改め、同項後段中「章」の
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次に「（第４３条第１項を除く。）」を加え、「同号又は同条第３号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（」を

「教育認定子ども及び満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保

育認定子どもを除き、」に改め、「法第１９条第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保

育認定子ども」に改め、「中「教育・保育給付認定保護者」の次に「（満

３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」

を加え、「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条の次に

次の１条を加える。 

（満３歳以上限定小規模保育事業者の場合の特別利用地域型保育の

基準） 

第５１条の２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事

業者に限る。以下この条において同じ。）が教育認定子どもに対し特

別利用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規定す

る地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育

を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子ど

も及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳以上保育認

定子どもの総数が、第３７条第３項の規定により定められた利用定

員の数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保

育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、

地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むもの

として、この章（第３７条第２項、第３９条第２項及び第４０条第

２項を除き、第５０条において準用する第８条から第１４条まで（第

１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで及び第２

３条から第３３条までを含む。）の規定を適用する。この場合におい
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て、第３９条第３項中「第１９条第２号」とあるのは「第１９条第

１号」と、「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「教育認定子ど

も又は満３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「法第１

９条第２号」と、「法第２０条第４項の規定による認定に基づき、保

育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が

高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できる

よう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、

当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づ

く選考その他公正な方法により」と、第４３条第１項中「教育・保

育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者に限る。）」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特

別利用地域型保育の対象となる教育認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１

号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２

項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前

２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第

１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」

と、同条第５項中「前４項」とあるのは「前３項」とする。 

第５２条第１項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限

定小規模保育事業者を除く。以下この条において同じ。）」を加え、「法

第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第２項

中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもの数」を「満３歳以上保育認定子ども」に、「同条

第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども（前条第１項」を「満３歳未満保育認定子ども（第５１条第１項」

に、「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・
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保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「中

「教育・保育給付認定保護者」の次に「（満３歳未満保育認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」を加え、「法第１９条第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」

を「満３歳以上保育認定子ども」に、「令第４条第１項第２号に規定す

る満３歳以上保育認定子どもをいう。」を「特定満３歳以上保育認定子

どもを除く。」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７７号 

 

太田市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

太田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。 

 

令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

太田市放課後児童クラブ条例（平成１７年太田市条例第１５５号） 

の一部を次のように改正する。 

別表太田市沢野小第２放課後児童クラブの項を削り、同表太田市宝

泉東小放課後児童クラブの項中「太田市藤久良町５０番地」を「太田

市藤久良町１番地」に改め、同表太田市藪塚本町第２放課後児童クラ

ブの項を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年７月１日から施行する。 
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議案第７８号 

 

   財産の取得について 

 次のとおり災害用トイレトラックを取得するものとする。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信   

 

１ 取 得 財 産  災害用トイレトラック １台 

２ 取得の目的  災害時の避難生活の環境整備を図るため 

３ 取得予定価格  ３１，９００，０００円 

４ 取得の方法  指名競争入札 

５ 契約の相手方  群馬県前橋市力丸町４８７番地５号 

           株式会社佐藤工業所 

            代表取締役 片 山 髙 雄 
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財産の取得について附属資料 

 

１ 取得財産の概要 

項  目 内 容 

車両の種類 トイレトラック 

シ ャ シ 

日野自動車 小型トラック 

エンジン：ディーゼルエンジン 

排気量 ：４，００９ｃｃ以上 

最高出力：１５０ＰＳ以上 

駆動方式：２ＷＤ 

変速装置：ＡＴ 

艤装部分 

(トイレ設備) 

男性用２室、女性用２室、多目的室（車椅子対応 

便器、オストメイト用便器、オムツ交換台、エア 

コン、リフター等）１室 

貯水タンク：７００Ｌ以上 

便槽タンク：９６０Ｌ以上 

積 載 品 
カーナビゲーション、ドライブレコーダー、ＥＴＣ、

ソーラーパネル等 

 

２ 契約履行期間 

契約締結の日から 

令和９年３月３１日まで 

 

３ 指名競争入札指名業者 

ジーエムいちはら工業株式会社（辞退） 

株式会社モリタ東京支店 

  温井自動車工業株式会社（失格）     

株式会社佐藤工業所 

  株式会社河田自動車（辞退）       
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有限会社協立自動車（辞退） 

  ワシントンモーターズ株式会社（辞退）  

ＦＫエンジニアリング株式会社（辞退） 
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議案第７９号 

 

   財産の取得について 

 次のとおり消防ポンプ自動車を取得するものとする。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 取 得 財 産  消防ポンプ自動車 ２台 

２ 取得の目的  消防団の消防装備の充実強化を図るため 

３ 取得予定価格  ５４，３４０，０００円 

４ 取得の方法   指名競争入札 

５ 契約の相手方  茨城県古河市幸町１番４５号 

小池株式会社 

代表取締役 小 池 昌 平 
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財産の取得について附属資料 

 

１ 取得財産の概要 

項   目 内 容 

車両の種類 消防ポンプ自動車 

車両総重量 ５．０ｔ未満 

エンジン 水冷直列ディーゼルエンジン 

総排気量 ４．００Ｌ以上 

最高出力 １３０ＰＳ以上 

積 載 品 
救助資機材、救急資機材、手動式ホースカー、ＬＥ

Ｄ発電照明装置、ドライブレコーダー等 

仕 様 

シ ャ シ：日野デュトロ消防シャシ 

キ ャ ブ：４ドアダブルキャブハイルーフ型 

二輪駆動方式 

ポ ン プ：Ａ－２級二段バランスタービンポ 

ンプ 

規格放水性能：０．８５ＭＰａにおいて放水量毎 

       分２．６㎥以上 

 

２ 契約履行期間 

契約締結の日から 

令和９年３月３１日まで 

 

３ 配置先 

太田市消防団 

第５分団第１部（鳥山下町） 

第１４分団第２部（新田上田中町） 

 

４ 指名競争入札指名業者 
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ジーエムいちはら工業株式会社（予定価格超過） 

株式会社モリタ東京支店（予定価格超過） 

温井自動車工業株式会社（失格） 

株式会社佐藤工業所（予定価格超過） 

小池株式会社 

株式会社河田自動車（辞退） 

株式会社ナカムラ消防化学東京営業所（予定価格超過）  

日本機械工業株式会社本社営業部（予定価格超過） 

長野ポンプ株式会社東京営業所（予定価格超過） 
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議案第８０号 

 

財産の取得について 

次のとおり災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車を取得するも

のとする。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 取 得 財 産  災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車  

１台 

２ 取得の目的  消防業務の充実強化を図るため 

３ 取得予定価格  ２７７，７５０，０００円 

４ 取得の方法  指名競争入札 

５ 契約の相手方  東京都港区芝五丁目３６番７号三田ベルジュビ

ル１９階 

           株式会社モリタ東京支店 

            支店長 山 北 忠 司 
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財産の取得について附属資料 

 

１ 取得財産の概要 

はしご車専用自動車（日野自動車）、ダブルキャブ６人乗り仕様

で、消火活動に必要な４０ｍ級直進はしご、梯体固定式伸縮水路、

リフタ装置、固定式バスケット装置等を備え、消防用ホース、空気

呼吸器、耐電装備等、各種消防資機材を搭載する。 

全  長：１１，０００㎜程度（艤装完了） 

全  幅：２，５００㎜程度（艤装完了） 

全  高：３，７００㎜程度（艤装完了） 

エンジン：ディーゼルエンジン 

エンジン出力（最高）：３８０ＰＳ 

総排気量：８，０００ＣＣ 

操舵方式：四輪操舵方式（４ＷＳ） 

 

２ 契約履行期間 

  契約締結の日から 

  令和９年３月１０日まで 

 

３ 配置先 

  中央消防署 

 

４ 指名競争入札指名業者 

  ジーエムいちはら工業株式会社（辞退） 

  株式会社モリタ東京支店 

  温井自動車工業株式会社（予定価格超過） 

  株式会社佐藤工業所（予定価格超過） 

  小池株式会社（辞退） 
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  株式会社河田自動車（辞退） 

株式会社ナカムラ消防化学東京営業所（辞退） 

日本機械工業株式会社本社営業部（失格） 

  長野ポンプ株式会社東京営業所（辞退） 
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議案第８１号 

 

   財産の取得について 

 次のとおり高規格救急自動車を取得するものとする。 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信 

 

１ 取 得 財 産  高規格救急自動車 １台 

２ 取得の目的  救急業務の充実強化を図るため 

３ 取得予定価格  ３９，７１０，０００円 

４ 取得の方法  指名競争入札 

５ 契約の相手方  群馬県前橋市城東町一丁目６番地の８ 

           群馬日産自動車株式会社 

            代表取締役 天 野 慎太郎
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   財産の取得について附属資料 

 

１ 取得財産の概要 

  高規格救急自動車に、高度救命処置用資機材（気道確保用資機材、

呼吸・循環管理用資機材、半自動式除細動器、血中酸素飽和度測定

器、電動式心肺人工蘇生器、心電図伝送装置、心電計等）を搭載す

る。 

 

２ 契約履行期間 

  契約締結の日から 

  令和９年３月３１日まで 

 

３ 配置先 

  西部消防署藪塚分署 

 

４ 指名競争入札指名業者 

  群馬トヨタ自動車株式会社新車部法人グループ 

群馬日産自動車株式会社 
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議案第８２号 

 

   市道路線の廃止及び認定について 

  市道路線を次のとおり廃止し、及び認定したいので、道路法（昭和

２７年法律第１８０号）第１０条第３項及び第８条第２項の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

令和８年６月１２日提出 

 

太田市長 穂 積 昌 信   






